
３　勤務条件（給与以外）等（令和７年４月１日現在）

（１）休暇
　 市町村の特別休暇等の状況は、表１のとおりである。

表１　特別休暇等（一部職務専念義務免除を含む）

市 町村 計 市 町村 計

1 公民としての権利行使 37 17 54 0 0 0

2 証人等として出頭 37 17 54 0 0 0

3 骨髄提供休暇 37 17 54 0 0 0

4 ボランティア休暇 37 17 54 0 0 0

5 結婚休暇 37 17 54 0 0 0

6 不妊治療休暇 37 16 53 0 1 1

7 産前休暇 37 17 54 0 0 0

8 産後休暇 37 17 54 0 0 0

9 子の保育 37 17 54 0 0 0

10 妻の出産 37 17 54 0 0 0

11 育児参加 35 17 52 2 0 2

12 子の看護 37 17 54 0 0 0

13 短期介護休暇 37 17 54 0 0 0

14 夏季休暇 37 17 54 0 0 0

15 組合休暇 33 9 42 4 8 12

16 リフレッシュ休暇 37 9 46 0 8 8

17 妊娠障害（つわり） 16 16 32 21 1 22

18 生理休暇 36 17 53 1 0 1

19 母親学級・父親学級への参加 13 16 29 24 1 25

20 病気（療養）休暇 37 17 54 0 0 0

21 介護休暇 37 17 54 0 0 0

【用語の解説】
「特別休暇」

「職務専念義務免除」

「組合休暇」

　公民としての権利行使、証人等として出頭、骨髄提供休暇、ボランティア休暇、結婚休暇、産前休暇、産後休暇、
子の保育、妻の出産、子の看護、短期介護休暇、夏季休暇、病気（療養）休暇、介護休暇については、すべての
市町村で制度化している。

　地方公務員法第３５条で、法律又は条例に定めがある場合を除き、職員に職務専念義務があることが規定されてい
る。
　職務専念義務の免除は、服務上職員を勤務させないことが適当な場合として使用者に課せられた義務であり、職員
の権利として勤務条件の中で保障されている休暇とは異なる側面を持つ。

　国においては、「職員側の私生活上の事由によって勤務できない状態におかれた場合のうち、その勤務しないことを
正当化することが、人倫上、社会慣習上やむを得ないものと認められ、かつ勤務条件として法律又は人事院規則をもっ
て保障するにふさわしいもの」とされており、地方公務員において認められる範囲も、国の規定に準じて厳格に条例及
び規則で規定する必要がある。

制度あり 制度なし

　保健所、市町村及び病院等が主催する母親学級又は父親学級に参加する場合に付与される休暇。
　

事　　由

　職員が適法な交渉を行う際に認められる休暇。無給。

「リフレッシュ休暇」
　勤続年数の節目となる年に健康増進、自己啓発等を図ることを目的に付与される休暇。

「母親学級・父親学級」



（２）健康の保持増進のための措置 

職員がメンタルヘルス不調となることを未然に防止するために制度化されている

ストレスチェックの実施状況は以下のとおりである。 

 

○ストレスチェックの実施状況（令和６年度） 

（千葉市を含む全市町村・一部事務組合・広域連合（首長部局）） 

 

 

 

【用語の説明】 

区分
事業
場数
①

①のうち
ストレス
チェックを
実施した
事業場数

実施率
（％）

在籍
職員数
②

②のうち
ストレス
チェックを
受けた
職員数

実施率
（％）

市 659 646 98 44,605 40,640 91.1

町村 45 45 100 2,223 2,157 97

市町村 704 691 98.2 46,828 42,797 91.4

一部事務
組合等

47 25 53.2 713 395 55.4

合計 751 716 95.3 47,541 43,192 90.9

「ストレスチェック」 

労働安全衛生法第６６条の１０第１項に規定する「心理的な負担の程度を把握するための

検査」をいう。なお、ストレスチェックの実施について、常時使用する労働者数が５０人未満の

小規模事業場においては、当分の間、努力義務とされているが、総務省から各地方公共  

団体に対しては、職員のメンタルヘルス不調を未然に防止するという観点から、制度の趣旨

を踏まえ、事業場の規模に関わらず、原則として全ての職員に対して実施するよう助言を行

っている。 

 

「メンタルヘルス不調」 

精神及び行動の障害に分類される精神障害及び自殺のみならず、ストレス、強い悩み  

及び不安等、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある  

精神的及び行動上の問題を幅広く含むものをいう。 

 



 

「事業場数」 

令和７年３月３１日現在の事業場数（常時５０人以上の職員を使用する事業場であるか、

常時５０人未満の職員を使用する事業場であるかを問わない。） 

 

「在籍職員数」 

令和７年３月３１日現在で常時使用する職員数。なお、常時使用される職員であるかの 

判断は、常勤職員のほか臨時・非常勤職員を含め、常態として使用しているかで行う。 



（参考）団体別勤務条件（給与以外）等一覧

表Ⅰ－３－１　休暇等（その１）

令和７年４月１日現在

1 公民として
の権利行使

2 証人等と
して出頭

3 骨髄提
供休暇

4 ボラン
ティア休暇

5 結婚休暇
6 不妊治療

休暇
7 産前休暇 8 産後休暇 10 妻の出産 11 育児参加 12 子の看護
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数
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数
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数
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数
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数
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与
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千葉市 必要 必要 必要 5日 6日 6日 8週間 8週間 90分 1年 5日 5日 5日
銚子市 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間 90分 3年 3日 5日 7日
市川市 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 90分 3年 5日 5日 5日
船橋市 必要 必要 必要 5日 5日 6日 8週間 8週間 90分 1年 3日 5日 5日
館山市 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 60分 1年 3日 5日 5日

木更津市 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間 60分 1年 3日 4日 5日
松戸市 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間 60分 1年 3日 5日 5日
野田市 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 90分 1年 3日 5日 7日
茂原市 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間 60分 1年 3日 5日 5日
成田市 必要 必要 必要 5日 5日 5日 7週間 9週間 90分 1年6月 3日 5日 5日
佐倉市 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 90分 1年6月 7日 5日 7日
東金市 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 120分/60分 1年6月/3年 5日 － 7日
旭市 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 120分 1年6月 2日 5日 5日

習志野市 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 9週間 90分 1年 3日 5日 5日
柏市 必要 必要 必要 5日 6日 5日 8週間 8週間 90分 1年 3日 5日 5日

勝浦市 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 60分 1年 2日 5日 5日
市原市 必要 必要 必要 5日 7日 12日 8週間 8週間 60分 1年3月 7日
流山市 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間 60分 1年 3日 5日 7日

八千代市 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間 60分 1年 3日 5日 5日
我孫子市 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間 60分 1年
鴨川市 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 90分 3年 2日 5日 5日

鎌ケ谷市 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 60分 1年 3日 － 7日
君津市 必要 必要 必要 5日 8日 5日 8週間 8週間 120分/60分 1年6月/3年 7日
富津市 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間 60分 1年 5日
浦安市 必要 必要 必要 5日 8日 5日 8週間 8週間 60分 1年 3日 5日 5日

四街道市 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間 60分 1年 3日 5日 5日
袖ケ浦市 必要 必要 必要 5日 6日 5日 8週間 8週間 60分 1年 3日 5日 5日
八街市 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間 60分 1年 2日 5日 5日
印西市 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間 60分 1年 3日 5日 7日
白井市 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間 60分 1年 3日 5日 5日
富里市 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 60分 1年 3日 5日 7日

南房総市 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 120分 1年6月 3日 5日 5日
匝瑳市 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 120分/60分 1年6月/3年 7日
香取市 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 120分/60分 1年6月/3年 3日 5日 7日
山武市 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 120分/60分 1年6月/3年 5日 5日 7日

いすみ市 必要 必要 必要 5日 ７日 5日 ８週間 8週間 120分 １年６月 3日 5日 5日
大網白里市 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 60分 3歳未満 7日
酒々井町 必要 必要 必要 7日 5日 5日 8週間 8週間 60分 1年 2日 5日 5日

栄町 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 90分/60分 1年6月/3年 7日
神崎町 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 90分 1年6月 2日 5日 7日
多古町 必要 必要 必要 5日 7日 5日 7週間 8週間 90分 1年 2日 5日 5日
東庄町 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 90分 1年 3日 5日 5日

九十九里町 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 120分/60分 1年6月/3年 5日
芝山町 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間 120分/60分 1年6月/3年 5日 5日 5日

横芝光町 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間120分/60分1年6月/3年 2日 5日 5日
一宮町 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間 60分 1年 3日 5日 5日
睦沢町 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 120分 1年3月 3日 5日 5日
長生村 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間 60分 1年6月 3日 5日 5日
白子町 必要 必要 必要 5日 7日 - 8週間 8週間 120分/60分 1年6月/3年 7日
長柄町 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間 60分 1年 3日 5日 5日
長南町 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間 60分 1年 3日 5日 5日

大多喜町 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間 60分 1年 2日 5日 5日
御宿町 必要 必要 必要 5日 5日 5日 8週間 8週間 90分 1年 2日 5日 5日
鋸南町 必要 必要 必要 5日 7日 5日 8週間 8週間 90分 1年 3日 5日 5日

※　「－」は、該当する休暇制度がないことを示す
※　付与日数の「必要」は、「任命権者が必要と認める期間」
※　子の保育において対象期間により付与時間が異なる場合
　　 付与時間：対象期間Aにおける付与時間／対象期間Bにおける付与時間
　 　対象期間：対象期間A／対象期間B

市町村名

9 子の保育

合わせて7日

合わせて7日

合わせて7日

合わせて7日

合わせて7日
合わせて7日

合わせて7日

合わせて15日

合わせて7日



表Ⅰ－３－１　休暇等（その２）

令和７年４月１日現在

13 短期介
護休暇

14 夏季
休暇

15 組合
休暇

17 妊娠
障害

18 生理
休暇

19 母親学級
・父親学級

21 介護
休暇

10年 15年 20年 25年 30年 35年 40年 合計

千葉市 5日 6日 30人 3日 3日 6日 14日 2日 - b ア A

銚子市 5日 7日 30日 5日 10日 10日 5日 20日 - 2日 - b ア D

市川市 5日 8日 30日 2日 3日 3日 5日 13日 - 2日 - a ア B

船橋市 5日 7日 30日 2日 2日 2日 2日 8日 - 2日 - a ア A

館山市 5日 7日 30日 2日 3日 3日 ８日 - 請求 - a ア A

木更津市 5日 7日 - 1日 3日 3日 7日 14日 2日 - a ア A

松戸市 5日 6日 30日 3日 3日 3日 3日 12日 - 2日 - a ア A

野田市 5日 7日 30日 2日 3日 4日 9日 14日 3日 - a ア A

茂原市 5日 7日 30日 3日 5日 5日 13日 - 2日 - a ア A

成田市 5日 8日 30日 4日 5日 9日 - 2日 在職中１回 a ア D

佐倉市 5日 6日 30日 1日 2日 2日 3日 3日 11日 － 2日 － a ア D

東金市 5日 7日 30日 3日 3日 14日 請求 必要 a ア D

旭市 5日 7日 30日 3日 3日 6日 14日 2日 必要 a ア A

習志野市 5日 8日 30日 2日 3日 4日 9日 必要 2日 - a ア B

柏市 5日 7日 30日 1日 3日 3日 3日 10日 - 2日 - a ア A

勝浦市 5日 5日 30日 2日 2日 - 請求 必要 b ア A

市原市 5日 7日 30日 2日 3日 4日 2日 11日 14日 2日 - a ア D

流山市 5日 8日 30日 3日 3日 3日 4日 13日 14日 2日 必要 a ア A

八千代市 5日 8日 30日 2日 2日 3日 7日 - 2日 - a ア D

我孫子市 5日 6日 30日 3日 3日 3日 2日 2日 13日 5日 2日 - a ア B

鴨川市 5日 7日 － － 2日 3日 3日 3日 － － 11日 － 必要 必要 ａ ア Ｄ

鎌ケ谷市 5日 7日 30日 2日 3日 5日 10日 - 2日 必要 a ア B

君津市 7日 7日 30日 3日 2日 2日 2日 2日 11日 - 2日 - a ア B

富津市 5日 7日 30日 2日 3日 4日 9日 14日 2日 － a ア Ａ

浦安市 3日 8日 30日 3日 3日 6日 - 2日 - a ア A

四街道市 5日 7日 30日 3日 3日 6日 - 2日 - a ア A

袖ケ浦市 5日 7日 30日 2日 2日 3日 7日 - 必要 - a イ A

八街市 5日 6日 10日 3日 3日 6日 14日 2日 必要 a イ A

印西市 5日 7日 30日 3日 5日 8日 - - - a イ A

白井市 5日 7日 - 3日 5日 8日 - 2日 - a イ C

富里市 5日 7日 30日 3日 3日 3日 9日 - 請求 - a ア A

南房総市 5日 6日 30日 3日 3日 6日 14日 請求 必要 a ア D

匝瑳市 5日 7日 30日 2日 2日 3日 7日 14日 必要 必要 a イ D

香取市 5日 8日 30日 3日 5日 8日 14日 請求 必要 a イ A

山武市 5日 7日 30日 3日 3日 14日 請求 必要 a ア D

いすみ市 5日 6日 30日 3日 3日 14日 2日 必要 a ア A

大網白里市 5日 7日 - 2日 3日 5日 - 2日 - a ア A

酒々井町 5日 5日 - 3日 5日 8日 - 2日 必要 a ア D

栄町 5日 5日 - 3日 5日 8日 14日 2日 必要 b ア D

神崎町 5日 6日 30日 3日 3日 6日 14日 2日 在職中１回 b ア B

多古町 5日 6日 30日 3日 3日 3日 9日 必要 2日 必要 a ア D

東庄町 5日 6日 30日 3日 3日 6日 14日 2日 必要 a ア A

九十九里町 5日 7日 30日 3日 3日 14日 請求 必要 a ア D

芝山町 5日 7日 30日 2日 3日 3日 8日 14日 請求 必要 b ア A

横芝光町 5日 7日 30日 - 14日 2日 必要 b ア A

一宮町 5日 5日 - - 14日 請求 必要 a ア A

睦沢町 5日 5日 - - 14日 請求 必要 a ア A

長生村 5日 5日 30日 - 14日 請求 必要 a ア B

白子町 5日 5日 30日 - 14日 請求 必要 a ア D

長柄町 5日 5日 - - 14日 請求 必要 a ア A

長南町 5日 5日 - 3日 3日 3日 9日 14日 請求 必要 a ア A

大多喜町 5日 5日 30日 - 必要 2日 必要 b ア A

御宿町 5日 5日 - - 必要 請求 - a ア A

鋸南町 5日 6日 - 2日 3日 5日 14日 請求 必要 a ア D

※　「－」は、該当する休暇制度がないことを示す
※　付与時間、付与日数の「必要」は、それぞれ「任命権者が必要と認める時間」、「任命権者が必要と認める日数」
※　付与日数の「請求」は、「職員が請求した期間」
※　夏季休暇は、特別休暇の他に職務専念義務免除等がある場合は、合算した日数
※　病気(療養)休暇の区分
　　（付与日数）
　　　　a：原則、必要最小限の期間とし、連続取得日数の上限を定めている

　　　　b：年間で取得日数の上限を定めている

　　（1回の上限期間）
　　　　ア：１回の病気休暇の上限期間は90日以内又は３月以内、期間中の給与は減額なし

　　　　イ：１回の病気休暇の上限期間は必要最小限度、給与は90日を超えると半減

※　介護休暇の区分
　　　　A：６か月又は１８０日以内

　　　　B：1年（年度）につき１８０日以内

　　　　C：６か月の介護期間終了後なお、介護を必要とする場合は、再度６か月を限度に休暇を取得可能

　　　　D：３年以内

付
与
日
数

付
与
日
数

16 リフレッシュ休暇

付与日数
付
与
日
数

付
与
日
数

1
回
の

上
限
期
間

20 病気（療養）休暇

付
与
日
数

付
与
日
数

付
与
日
数

市町村名 付
与
日
数



表Ⅰ－３－２　ストレスチェックの実施状況（首長部局）（令和７年度）

事業場数
①

①のうち
ストレス
チェックを
実施した
事業場数

実施率（％）
在籍職員数

②

②のうち
ストレス
チェックを
受けた
職員数

実施率（％）

千葉市 114 114 100.0 5,399 5,159 95.6
銚子市 7 7 100.0 550 508 92.4
市川市 7 7 100.0 2,897 2,858 98.7
船橋市 71 71 100.0 6,807 6,319 92.8
館山市 6 6 100.0 382 355 92.9
木更津市 8 8 100.0 807 554 68.6
松戸市 34 34 100.0 3,260 3,080 94.5
野田市 18 18 100.0 1,011 954 94.4
茂原市 14 14 100.0 637 582 91.4
成田市 57 45 78.9 1,234 1,045 84.7
佐倉市 15 15 100.0 1,390 1,365 98.2
東金市 16 16 100.0 480 457 95.2
旭市 13 13 100.0 627 515 82.1

習志野市 19 19 100.0 1,292 1,290 99.8
柏市 29 29 100.0 2,938 2,516 85.6
勝浦市 7 7 100.0 252 215 85.3
市原市 3 3 100.0 1,603 1,579 98.5
流山市 3 3 100.0 1,146 1,060 92.5
八千代市 23 22 95.7 1,542 958 62.1
我孫子市 10 10 100.0 970 872 89.9
鴨川市 15 15 100.0 432 432 100.0
鎌ケ谷市 5 5 100.0 653 548 83.9
君津市 15 15 100.0 828 774 93.5
富津市 10 10 100.0 459 414 90.2
浦安市 27 27 100.0 1,159 1,055 91.0
四街道市 5 5 100.0 541 470 86.9
袖ケ浦市 12 12 100.0 588 529 90.0
八街市 9 9 100.0 563 533 94.7
印西市 17 17 100.0 832 793 95.3
白井市 4 4 100.0 384 330 85.9
富里市 5 5 100.0 379 362 95.5
南房総市 4 4 100.0 422 323 76.5
匝瑳市 8 8 100.0 355 292 82.3
香取市 15 15 100.0 568 393 69.2
山武市 10 10 100.0 442 380 86.0
いすみ市 18 18 100.0 435 433 99.5
大網白里市 6 6 100.0 341 338 99.1
酒々井町 3 3 100.0 148 141 95.3
栄町 1 1 100.0 130 130 100.0
神崎町 4 4 100.0 95 94 98.9
多古町 3 3 100.0 187 187 100.0
東庄町 3 3 100.0 125 125 100.0

九十九里町 3 3 100.0 189 189 100.0
芝山町 5 5 100.0 156 155 99.4
横芝光町 4 4 100.0 191 184 96.3
一宮町 1 1 100.0 121 120 99.2
睦沢町 1 1 100.0 77 77 100.0
長生村 1 1 100.0 94 94 100.0
白子町 4 4 100.0 138 138 100.0
長柄町 3 3 100.0 103 103 100.0
長南町 1 1 100.0 122 92 75.4
大多喜町 1 1 100.0 139 137 98.6
御宿町 5 5 100.0 125 120 96.0
鋸南町 2 2 100.0 83 71 85.5



表Ⅰ－３－２　ストレスチェックの実施状況（首長部局）（令和７年度）

事業場数
①

①のうち
ストレス
チェックを
実施した
事業場数

実施率（％）
在籍職員数

②

②のうち
ストレスチェッ

クを
受けた
職員数

実施率（％）

三芳水道企業団 0 0 － 0 0 －
長門川水道企業団 0 0 － 0 0 －
国保国吉病院組合 0 0 － 0 0 －
君津中央病院企業団 0 0 － 0 0 －

千葉県市町村総合事務組合 2 0 0 32 0 0
東葛中部地区総合開発事務組合 2 0 0 15 0 0
鋸南地区環境衛生組合 2 0 0 25 0 0

佐倉市、酒々井町清掃組合 1 1 100.0 16 16 100.0
東金市外三市町清掃組合 1 0 0 32 0 0
山武郡市環境衛生組合 1 0 0 19 0 0

柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合 2 0 0 22 0 0
印旛衛生施設管理組合 1 0 0 8 0 0
印西地区衛生組合 1 1 100.0 7 5 71.4
東総衛生組合 1 1 100.0 12 10 83.3

夷隅環境衛生組合 1 0 0 18 0 0
佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合 1 0 0 12 0 0

一宮聖苑組合 2 1 50.0 3 1 33.3
印旛利根川水防事務組合 1 1 100.0 1 1 100.0

千葉県競馬組合 1 0 0 33 0 0
匝瑳市ほか二町環境衛生組合 1 0 0 12 0 0
君津郡市広域市町村圏事務組合 2 2 100.0 40 37 92.5
安房郡市広域市町村圏事務組合 1 0 0 16 0 0.0

四市複合事務組合 4 4 100.0 88 88 100.0
長生郡市広域市町村圏組合 4 4 100.0 58 55 94.8
匝瑳市横芝光町消防組合 0 0 － 0 0 －
山武郡市広域行政組合 4 4 100.0 62 61 98.4

香取広域市町村圏事務組合 3 3 100.0 47 45 95.7
佐倉市八街市酒々井町消防組合 0 0 － 0 0 －
東総地区広域市町村圏事務組合 4 0 0 26 0 0

印西地区消防組合 0 0 － 0 0 －
九十九里地域水道企業団 0 0 － 0 0 －

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 1 1 100.0 15 14 93.3
印旛郡市広域市町村圏事務組合 1 1 100.0 12 9 75.0
北千葉広域水道企業団 0 0 － 0 0 －
東総広域水道企業団 0 0 － 0 0 －

君津富津広域下水道組合 0 0 － 0 0 －
八匝水道企業団 0 0 － 0 0 －

山武郡市広域水道企業団 0 0 － 0 0 －
印西地区環境整備事業組合 1 0 0 29 0 0
南房総広域水道企業団 0 0 － 0 0 －

千葉県後期高齢者医療広域連合 1 1 100.0 53 53 100.0
かずさ水道広域連合企業団 0 0 － 0 0 －

市 659 646 98.0 44,605 40,640 91.1
町村 45 45 100.0 2,223 2,157 97.0
市町村 704 691 98.2 46,828 42,797 91.4

一部事務組合等 47 25 53.2 713 395 55.4
合計 751 716 95.3 47,541 43,192 90.9


